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（
質
問
の 

二
）

答

弁

第

二

号 

    

衆
議
院
議
員
中
村
高
一
君
提
出
米
軍
宿
舎
設
置
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
二
号 

 

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十
一
日 

衆

議

院

議

長 

大 
野 
伴 

睦 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
中
村
高
一
君
提
出
米
軍
宿
舎
設
置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

行
政
協
定
第
二
条
に
基
き
米
軍
の
要
請
が
あ
り
、
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

米
軍
の
要
求
す
る
条
件
を
考
慮
の
上
、
日
本
政
府
に
お
い
て
選
定
し
た
。 

三 

民
有
の
土
地
、
施
設
を
で
き
る
限
り
避
け
る
こ
と
、
既
存
施
設
を
利
用
し
て
経
費
の
節
減
を
計
る
こ
と
等
の
点
に
つ 

き
、
関
係
官
庁
と
協
議
の
上
、
選
択
を
行
つ
た
。 

四 

従
来
の
経
験
に
徴
し
、
集
団
的
家
族
住
宅
地
区
周
辺
に
は
、
い
わ
ゆ
る
風
紀
問
題
は
起
つ
て
い
な
い
が
、
本
件
に
つ
い

て
は
、
米
軍
当
局
と
も
す
で
に
協
議
中
で
あ
り
、
今
後
弊
害
防
止
の
た
め
努
力
を
払
う
方
針
で
あ
り
、
満
足
す
べ
き
結
果

を
う
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
。 

本
件
宿
舎
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
家
族
宿
舎
と
し
て
以
外
使
用
せ
し
め
な
い
。 

五 

交
通
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
米
専
門
家
で
研
究
中
で
あ
る
が
、
本
件
宿
舎
の
新
設
に
よ
り
増
加
を
予
定
さ
れ
る
車
輛
台

数
は
比
較
的
少
い
。
宿
舎
附
近
の
速
度
制
限
及
び
道
路
の
一
部
改
善
に
つ
い
て
は
、
目
下
研
究
中
で
あ
る
。 



九 

現
在
建
物
の
内
部
に
あ
る
機
械
等
の
内
、
中
島
飛
行
機
株
式
会
社
の
所
有
に
係
る
も
の
は
当
然
会
社
に
お
い
て
取
り
片

付
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

六 
予
算
は
二
十
五
億
七
千
五
百
六
十
万
円
を
予
定
し
て
い
る
。 

一
〇 

本
件
計
画
に
つ
い
て
は
合
同
委
員
会
に
お
い
て
事
前
に
協
議
済
で
あ
る
が
補
修
工
事
は
純
然
た
る
日
本
政
府
の
事
業

と
し
て
完
了
し
、
完
了
後
、
あ
ら
た
め
て
正
式
に
合
同
委
員
会
に
か
け
米
軍
に
提
供
す
る
予
定
で
あ
る
。 

八 

建
設
省
が
設
計
監
督
を
行
い
、
施
工
に
つ
い
て
は
民
間
業
者
に
請
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 

七 

当
該
建
物
は
工
場
用
と
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
新
築
す
る
と
す
れ
ば
、
現
在
の
予
算
額
よ
り
相
当
多
額
の

費
用
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
既
存
建
物
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
建
物
は
戦
時
補
償
特
別
税
の
納
付
に
当
て
る
た
め
、
物
納
さ
れ
た
も
の
で
国
有
財
産
で
あ
る
。 

な
お
、
入
札
に
つ
い
て
は
十
二
月
初
旬
の
予
定
で
あ
る
。 

な
お
、
宿
舎
と
し
て
不
適
当
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

四 

 



 

五 

一
一 
武
蔵
野
市
議
会
及
び
地
元
諸
団
体
代
表
に
は
屢
次
本
件
に
つ
い
て
の
諸
事
情
を
説
明
し
て
い
る
が
、
客
観
的
に
見
て

武
蔵
野
市
民
に
と
つ
て
容
認
し
得
な
い
程
の
困
難
な
事
態
が
生
ず
る
と
は
判
断
出
来
な
い
の
で
、
計
画
は
実
行
す
る
方
針 

で
あ
る
。 

一
二 

中
止
す
る
意
思
は
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




